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台湾特許法の一部の改正について 

 

 今般、台湾特許庁は立法院の審議を通過した「特許法の一部の改正案」を公表しました。 

その施行日は未定ですが、主な改正点を次のとおり、ご案内申し上げます。 

 

記 

1. 特許付与査定後の分割出願期限を現行の 30 日から 3 ヶ月に延長し、再審査段階にお

ける特許付与査定後も分割出願が可能になり、実用新案登録査定後にも適用する。 

2. 無効審判請求人による理由若しくは証拠の提出期間を無効審判請求から3ヶ月間（延長

不可）とする。 

3. 実用新案登録の訂正審判請求に対する審査に実体審査を採用する。 

4. 意匠権の存続期間を現行の 12 年から 15 年に延長する。 

5. 特許、実用新案、意匠の包袋に係る保存期間を改める。 

以上 

 

（出典：台湾特許庁）                          
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